
社 会 福 祉 法 人 太 田 福 祉 記 念 会 

太 田 訪 問 介 護 事 業 所 運 営 規 程 

（事業の目的）  

第１条   社会福祉法人太田福祉記念会が開設する太田訪問介護事業所（以下「事業所」とい

う。）が行う訪問介護事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために、人員及び

管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者並びに介護福祉士又は介護員養成研修

の修了者（以下「職員」という。）が、要介護状態にある利用者に対し、可能な限り居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切な訪問介護サー

ビスを提供し、利用者の心身機能の維持増進並びに家族等の身体的、精神的負担の軽減

を図ることを目的とする。  

 

（運営の方針）  

第２条   事業所が提供する訪問介護サービスは、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告

示の趣旨及び内容にそったものとする。  

   ２   利用者の人権を尊重し、常に利用者の立場に立った訪問介護サービスの提供に努める。

また、利用者及び家族等のニーズを的確に捉えた個別の訪問介護計画を作成し、適切なサ

ービスを提供する。  

   ３   事業の運営にあたっては、市町村、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の 7

の 2 に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者との連携に努めるも

のとする。  

 

（事業所の名称等）  

第３条   事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

名 称  社会福祉法人太田福祉記念会  太田訪問介護事業所  

所 在 地  福島県郡山市熱海町玉川字阿曽沢 11 番地 1 

名   称  社会福祉法人太田福祉記念会  太田訪問介護事業所  小磯分室  

所 在 地  福島県郡山市湖南町舟津字小磯 5112 番地 1 

 

（職員の職種・員数・職務内容）  

第４条   事業所に勤務する職員の職種・員数・職務内容は別表のとおりとする。  

 

（営業日及び営業時間）  

第５条   事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。  

        営 業 日   月曜日～土曜日  

（第 2・4 土曜日、日曜日、祝祭日、12 月 31 日～1 月 3 日を除く。）  

        営業時間   原則として、午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分まで。  

（土曜日は、午前 8 時 30 分～午後 1 時 00 分まで。）  

 

（訪問介護サービスの内容）  

第６条   訪問介護サービスの内容は次のとおりとする。  

（１）身体介護   食事の介護、排泄の介護、衣類着脱の介護、入浴の介護、身体の  

清拭・洗髪、通院等の介護、その他必要な身体の介護  

（２）生活援助   調理、衣類の洗濯・補修、清掃・整理整頓、生活必需品の買物、  

           関係機関等との連絡、その他必要な生活援助  

 

 

 

 



（訪問介護サービス利用に当たっての留意事項）  

第７条   事業者は、利用者に訪問介護サービスを提供する際には、あらかじめ、利用者又は家族

等に対して訪問介護サービスの内容及び提供方法、利用料等を重要事項説明書で説明し、

同意を得るものとする。  

 

（訪問介護計画の作成等）  

第８条    訪問介護サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境並びに介護者等の状況を十分に把握し、個別に訪問介護計画を作成する。

また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそった訪問介護計画

を作成する。  

    ２   訪問介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族等に対し、当該計画の内容を説

明し、同意を得る。  

    ３   利用者に対し、訪問介護計画に基づいて訪問介護サービスを提供するとともに、継続的

なサービスの管理・評価を行う。  

 

（利用料等）  

第９条   事業所が提供する訪問介護サービスの利用料は介護報酬の告示上の額とし、提供した訪

問介護サービスが法定代理受領サービスの場合は、その利用料のうち各利用者の負担割

合に応じた額とする。  

２  前項以外の利用料については次のとおりとする。  

（１）キャンセル料  当該基本料の半額  

            （利用予定日の前日午後 5 時 00 分までに連絡がなかった場合）  

（２）サービスを提供するために使用する、お住まいの水道、ガス、電気料金等の費用 （実

費）  

３  利用料等の受領は、現金払又は銀行口座振込により指定期日までに受ける。  

 

（通常の事業の実施地域）  

第１０条   通常の事業実施地域は、郡山市、本宮市とする。  

 

 

（サービスの提供記録の記載）  

第１１条   訪問介護サービスを提供した際には、その提供日及び内容、当該サービスについて、利

用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載

する。  

 

（秘密保持）  

第１２条   管理者並びに職員（職員であった者を含む。）は、訪問介護サービスを提供する上で知り

得た利用者及び家族等に関する秘密は、いかなる場合においてもこれを他に漏らしてはな

らない。 

 

（禁止行為）  

第１３条   職員は、個人的に第三者から依頼を受け、有償で訪問介護事業の類似行為を行っては

ならない。又、利用者世帯において、金品等の受領、物品の斡旋・販売及び宗教活動を

行ってはならない。  

 

（苦情処理）  

第１４条   提供した訪問介護サービスに関する利用者又は家族等からの苦情に対して、迅速かつ

適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善

措置、利用者又は家族等に対する説明記録の整備等の必要な措置を講じる。  

 



（損害賠償）  

第１５条   訪問介護サービスの提供にともなって、事業者の責に帰すべき事由により利用者の生

命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対して速やかにその損害を賠償する。  

       

（衛生管理）  

第１６条   訪問介護サービスに使用する備品等については、常に清潔を保持し、定期的に消毒を

実施する等、衛生管理に十分留意する。  

    ２   職員は、感染症等に対する予防及び知識の習得に努める。  

 

（緊急時等における対応方法）  

第１７条   訪問介護サービスの提供中に、利用者に、急変その他緊急事態が生じた場合は、速や

かに主治医の診断を受けるとともに、家族等に連絡する等の適切な措置を講じる。  

 

（非常災害時における対応方法）  

第１８条   訪問介護サービスの提供中に、天災その他の非常災害が発生した場合は、職員は利用

者の避難等適切な措置を講じる。  

 

（その他運営に関する重要事項）  

第１９条   職員の資質の向上を図るため研修の機会を設けるとともに、各種資格取得を推奨する。  

２  利用者のニーズに適切に応えるため、サービスの自己評価を実施する。  

３   この規程に定める事項の他、運営に関する必要事項は、社会福祉法人太田福祉記念

会の理事会で定めるものとする。  

 

 

 

附  則   この規程は、平成 12 年 4 月 1 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 12 年 10 月 1 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 13 年 4 月 1 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 15 年 4 月 1 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 15 年 5 月 23 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 15 年 11 月 1 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 17 年 1 月 1 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 18 年 4 月 1 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 27 年 8 月 1 日より施行する。  

附  則   この規程は、平成 30 年 4 月 1 日より施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別   表  

 

区    分  

 

職    種  

数  職   務   内   容  

管  理  者  １（１）  
事業所の職員の管理、業務状況の把握及び

その他の管理を行う。  

訪問介護員  

（サービス提供責任者）  
１（１）  

訪問介護の利用申込に係る調整、職員に対

する技術指導、訪問介護計画の作成を行う。  

訪問介護員等  ３以上（２）  訪問介護業務を行う。  

 

  （  ）は、常勤で兼務。  


